
大師地区・田島地区複合施設の整備等事業・運営事業に関する発注支援業務委託 

仕様書 

１ 業務名 

大師地区・田島地区複合施設の整備等事業・運営事業に関する発注支援業務委託 

２ 目的 

本業務は、大師地区複合施設並びに田島地区複合施設の整備等事業（以下「整備等事業※１」とい

う。）及び同複合施設の運営事業（以下「運営事業※２」という。）、支所仮庁舎の設置を官民連携に

より効果的・効率的に実施するために必要な検討や資料作成等、各種支援を行うことを目的とする。 

※１ 現支所庁舎の解体（設計、工事）及び新施設の整備（設計、建設、工事監理、備品設置、

維持管理を含む事業 

※２ 指定管理者が複合施設を一体的に管理・運営する事業 

３ 履行場所 

 市民文化局区政推進課ほか 

４ 委託期間 

契約締結日から令和５年３月３１日（金）まで 

５ 整備等敷地の概要 

(1) 大師地区複合施設 

  ① 整備敷地 

所在地：川崎区東門前 2-1-1（現・大師支所敷地） 

敷地面積：2,323.76 ㎡ 

地域地区：第２種住居地域（60/200）、第３種高度地区、準防火地域 

  ② 仮庁舎敷地 

所在地：川崎区台町 26-7（旧・大師分室敷地） 

敷地面積：991.73 ㎡ 

地域地区：第２種住居地域（60/200）、第３種高度地区、準防火地域 

 (2) 田島地区複合施設 

① 整備敷地 

所在地：川崎区鋼管通 2-3-7（現・田島支所敷地） 

敷地面積：2,375.74 ㎡ 

地域地区：第２種住居地域（60/200）、第３種高度地区、準防火地域 

      一部、近隣商業地域（80/300）、準防火地域 

② 仮庁舎敷地 

所在地：川崎区田島町 20-23（現・田島こども文化センター等敷地の一画、既存建物有） 

敷地面積：1,683.7 ㎡の一部 

地域地区：第２種住居地域（60/200）、第３種高度地区、準防火地域 



６ 複合化する機能が存する現在の施設の概要 

(1) 大師地区複合施設 

① 大師支所 

所在地 ：川崎区東門前 2-1-1 

床面積 ：2,588.34 ㎡（複合化しない機能を含む） 

② 大師こども文化センター（③との合築施設） 

所在地 ：川崎区大師公園 1-4（大師公園内） 

床面積 ：358.17 ㎡ 

③ 大師老人いこいの家 309.6 ㎡（②との合築施設） 

所在地 ：川崎区大師公園 1-4（大師公園内） 

床面積 ：309.6 ㎡ 

④ 大師一般環境大気測定局 

所在地：川崎区東門前 2-1-1（大師支所内） 

床面積：大師支所の一室 約 31 ㎡ 

(2) 田島地区複合施設 

① 田島支所 

所在地：川崎区鋼管通 2-3-7 

床面積：2,644.32 ㎡（複合化しない機能を含む） 

② 田島こども文化センター（③との合築施設） 

所在地：川崎区田島町 20-23 

床面積：324.1 ㎡ 

③ 田島老人いこいの家（②との合築施設） 

所在地：川崎区田島町 20-23 

床面積：333.57 ㎡ 

７ 業務内容 

  本業務は、次の(1)～(6)について、令和３年度に実施した「（仮称）大師支所・田島支所複合施

設整備基本計画策定業務委託」（別添１参照）における検討内容に基づき実施する。（検討内容等を

反映した「大師支所・田島支所複合施設整備・運営基本計画」は、本年４年５月頃に案の公表、８

月頃に策定を予定している。） 

各複合施設は、延床面積 2,000 ㎡程度、発注方式は「BTM（Build-Transfer-Maintenance）＋O

（Operation）」※３とし、整備等事業の入札公告は令和５年度（大師：上半期、田島：下半期）、運

営事業の入札公告は令和６年度を想定している。（別添２参照） 

また、整備中の支所機能を継続させるため、整備等事業とは別途発注として仮庁舎をリース方式

により調達する。なお、それぞれの仮庁舎の床面積は、大師支所 700 ㎡程度、田島支所 600 ㎡程度

を想定している。 

※３ BTO：現支所庁舎の解体（設計・工事）及び新施設の整備（設計、建設、工事監理、備品設置、維持管理

（15年間程度））（PFI 法は適用しない）と O:運営事業（５年間程度）を施設ごとに発注する。 



 (1) 整備等事業・運営事業の発注に向けた各種検討 

発注に向けて整理が必要な事項※４を洗い出し、効果的・効率的な事業となるようその内容を

検討する。検討にあたっては、過年度に実施したサウンディング調査等の結果や、(3)アで聴取

する市民意見、(4）で検討・整理する施設の基本的な運営方針を踏まえるものとする。なお、

整備等事業に関する事業費及び運営事業に関する事業費（指定管理料）については、令和４年

８月末までに概算費用を算出し、令和５年２月までに精査すること。 

※４ 事業の内容・範囲、要求水準、スケジュール（全体、詳細）、関係法令、リスク分担、入札参加資格

要件、事業者選定基準、事業費（予定価格）、VFM算定等 

(2) 発注に必要な資料（案）の作成（令和５年２月末まで） 

(1)の検討を基に、入札公告をする際に必要となる次の資料（案）を作成する。作成にあたって

は、官民連携事業の検討実績を有する弁護士による確認、助言等を受けるとともに、適宜、実施

条件等を公表し、サウンディング調査や質問書受付等により、事業者等からの意見を得ること。 

  ① 現庁舎の解体及び新施設の整備等事業に関する資料等（各複合施設） 

  ア 入札説明書 

   イ 要求水準書 

   ウ 落札者決定基準 

   エ 事業契約書 

   オ 各種様式集 

カ その他必要となる書類 

② 新施設等※３の運営事業に関する資料等（各複合施設） 

ア 指定管理者募集要項 

イ 指定管理業務仕様書 

   ウ 落札者決定基準 

   エ 協定書 

   オ 各種様式集 

 カ その他必要となる書類 

※３ 大師地区複合施設には大師小学校及び四谷小学校、田島地区複合施設には渡田小学校に設置している

わくわくプラザ（放課後児童クラブ）事業の運営を含むものとする。なお、わくわくプラザは、現在もこ

ども文化センターの指定管理者が運営している。 

(3) 市民意見聴取等に関する支援 

整備等事業及び運営事業の効果的な実施に向けて、ワークショップ等による市民意見の把握

及び広報に関する支援を行うこと。 

ア ワークショップ等の企画・運営（令和４年９月末まで） 

整備等事業者が要求水準書に基づき検討する施設計画に地域住民等の意見を反映させるた

め、利用方法等に関するワークショップを各複合施設１、２回程度実施し、市民意見を整理す

る。効果が認められる場合には、監督員との協議により両施設を一体的に実施することも可能

とする。実施時期や人数、内容等は、広くかつ効果的に意見聴取ができるよう検討し、参加者

の全部または一部は公募により行うこと。 

イ 広報物の作成 

アのワークショップ等の実施結果の他、整備等事業の取組の進捗状況を周知するためのニ



ュースレターを１回以上作成・印刷（10,000 部程度）する。 

(4) 複合施設の運営方法の検討・整理（令和４年９月末まで）

   運営方針については、次に示す「施設の基本方針（案）」及び「施設の基本方針実現に向けた

具体的な取組（案）」を踏まえ、①～③の視点で検討すること。 

施設の基本方針（案） 

１ 地域に親しまれ、誰もが気軽に立ち寄りたくなる地域の拠点 

２ 普段も、いざという時も頼りになる安全安心な暮らしの拠点 

３ こどもが健やかに成長できる、高齢者が元気でいられる笑顔の拠点 

４ 交流や学びから、新たな価値が生まれるつながりの拠点 

５ 世代を超えて受け継がれる地域のシンボルとなる拠点 

施設の基本方針実現に向けた具体的な取組（案） 

１ 地域に親しまれ、誰もが気軽に立ち寄りたくなる地域の拠点

・明るく、温かく、誰もが入りやすい建物とします 

・誰もが思い思いにくつろいで過ごせる、まちのリビングとなるような共用空間を設けます 

・誰もが快適に安心して利用できるユニバーサルデザインを取り入れます 

２ 普段も、いざという時も頼りになる安全安心な暮らしの拠点

・すべての施設利用者のための総合受付を設置し、分かりやすい動線を確保します 

・会議や選挙の期日前投票などの行政利用のほか、地域団体等の利用ニーズを踏まえた会議室を

設置します 

・日常生活の困りごとの相談や区役所とつなぐオンライン相談に利用する相談室を設置します 

・いざという時にも、施設機能が維持できる災害に強い建物とします 

・災害時に必要となる備品を保管できる倉庫を整備します 

・情報管理を徹底できるエリアごとのセキュリティを確保します 

３ こどもが安心できる、高齢者が元気でいられる笑顔の拠点

・これまでのこども文化センター、老人いこいの家での活動を安心して継続できる諸室を設置し

ます 

・ルールにより、こども・高齢者それぞれの居場所を確保しつつ、交流も可能な空間とします 

・乳幼児連れの家族や高齢者が安心して利用できるしつらえや設備とします 

４ 交流や学びから、新たな価値が生まれるつながりの拠点

・支所職員と施設運営事業者が連携しやすい執務空間とします 

・活動内容や規模に応じて利用しやすい部屋や備品を整備します 

・利用者同士が交流しやすく、お互いの活動が見え、情報が発信・受信できる空間やしかけづく

りを行います 

・様々な地域活動に使える調理スペース・設備を設置します 

５ 世代を超えて受け継がれる地域のシンボルとなる拠点

・多目的に使え、状況の変化にも柔軟に対応できる、長期に渡って使いやすい建物とします 

・未来のこどもたちにも誇れるような環境負荷を低減する建物とします 

・地域の方々に整備の過程で参加してもらい、愛着の持てる建物とします 

① 受付等業務の運営 

    複合施設で必要となる受付業務等について、窓口の一元化により業務の効率化を図るとと

もに、利用者の利便性を向上させるための方策や受付手順等を検討・整理する。 

  ② 各複合施設内の機能連携 



    複合化の効果を高めるため、これまでの利用者や新たな利用者の交流促進に向けた機能連

携策を検討・整理する。 

  ③ 地域との連携 

    支所職員・施設運営事業者間の適切な役割分担のもと、機能連携を図りながら複合化による

相乗効果を発揮するためのコーディネート機能や、地域へのアウトリーチによる地域資源（場

所・人等）の発掘、施設における様々な活動や利用の創出に向けた方策を検討・整理する。 

(5) 複合施設の設置条例等に関する検討（令和４年９月末まで） 

施設の設置条例について、制定の必要性について整理するとともに、制定する場合においては、

関係部署との調整結果や他の複合施設条例等を参考に条例の構成を整理する。 

(6) 支所仮庁舎の発注仕様書等（案）の作成（令和４年 12月末まで） 

整備中の支所機能を継続するためにリース方式により調達する仮庁舎（大師支所については

大師一般環境大気測定局を含む）の発注に向け、基本設計（案）、契約書及び仕様書（案）等の

作成並びに調達費用の算出を行う。なお、調達費用は令和４年８月末までに概算費用を算出する

こと。 

８ 資料等の貸与 

業務の実施にあたって、次の資料を貸与する。貸与を受ける際には、借用書を作成し、作業終了

後には速やかに返却すること。また、取扱いに十分注意すること。 

(1) 土地・建物に関する資料（登記簿、公図、各施設の現況平面図等） 

(2) 「（仮称）大師支所・田島支所複合施設整備基本計画策定支援業務委託報告書」（令和３年度

実施） 

(3) その他、本業務を実施するにあたって必要な本市所有の資料等 

９ 業務の履行及び業務管理 

(1) 業務計画書等の提出 

   受注者は、契約締結後、速やかに業務履行のための実施体制を整え、以下の項目について、

業務計画書として市に提出しなければならない。 

① 業務工程表 

② 業務実施体制 

③ その他必要な事項 

(2) 受注者の人員体制 

   受注者は、本業務の円滑な遂行において必要な人員体制を整えなければならない。 

10 成果品 

(1) 本業務の成果品は、次のとおりとする。 

① 報告書 ３部（簡易製本） 

② 報告書データを収めた CD-R 又は DVD-R １枚 

③ ７(3）に関する資料、印刷物（納品時期は協議による） 

(2) (1)イは、ウィルスチェックの上、ウィルスチェック証明書（任意様式）とともに納品するこ

と。また、データのうち文書、表計算及び CAD データは、MS ワード、MSエクセル及び dxf 形式）



で作成し、元データも収めること。 

11 その他 

(1) 本業務遂行中に知り得た情報等については他に漏らしてはならない。 

(2) 受託者は本市と事前に協議することなく、成果品を貸与し、又は使用してはならない。 

(3) 本業務における成果品等は全て川崎市の帰属とする。

(4) 作業中に事故が発生した場合、速やかに監督員に連絡し、誠意を持って適切な措置を講ずるこ

と。また、発生した損害に関する一切の賠償は受託者の責任において行うこと。 

(5) 本業務において法令等に基づく申請等が必要となる場合には、すべて受託者の負担において

受託者が当該申請等を行うこと。 

(6) この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書について疑義が生じた場合は、その都度監督員

と協議の上、解決を図ること。 



【参考】複合化する施設（既存）の位置図

１ 大師支所、大師分室、大師こども文化センター・大師老人いこいの家

２ 田島支所、田島こども文化センター・田島老人いこいの家

現）田島こども文化センター・田島老人いこいの家 
→田島支所仮庁舎敷地として活用 
→田島支所仮庁舎解体後の活用については 
資産保有の最適化を図ることとし別途検討

現）田島支所（鋼管通交番合築併設） 
→田島複合施設（鋼管通交番別棟併設予定） 

計画地図 

現）大師こども文化センター・大師老人いこいの家
→大師複合施設に集約 
→複合化後の敷地・建物の活用については、 
  パークマネジメント推進方針を踏まえた公園 
  としての活用を基本に別途検討 

現）大師分室跡地（令和4年度中は暫定敷地活用） 
→大師支所仮庁舎敷地として活用 
→大師支所仮庁舎解体後の活用については 
資産保有の最適化を図ることとし別途検討

現）大師支所 
→大師複合施設 

計画地図 



【別添１】
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＜今後のスケジュール＞ 

実
施
方
針
策
定

新本庁舎
竣工 

機能
再編

新本庁舎
移転 

整備・維持管理
（ＢＴＭ方式)

運営 
（指定管理他)

整
備
基
本
計
画
策
定

職員
移転

レイアウト
変更レイアウト検討 

公募資料作成
(要求水準書等) 

運営に関する 
検討 

反映

整備・維持管理
事業者選定 

維持管理 
（15年間） 

指定管理者 
公募資料等作成

指定管理
事業者選定

指定管理事業者 
と連携した開館準備 

運営の視点を詳細設計等に反映
★竣工
★供用開始

公募資料作成
(要求水準書等) 

運営に関する 
検討 

反映

整備・維持管理
事業者選定 

維持管理 
（14.5年間）

運営（指定管理） 
（5年間） 

指定管理者 
公募資料等作成

指定管理
事業者選定

現庁舎解体・設計 建設 

指定管理事業者 
と連携した開館準備 

運営の視点を詳細設計等に反映
★竣工
★供用開始

リースによる 
調達 設計・工事 仮庁舎での大師支所業務運営 解体 

敷地 
暫定活用 

仮庁舎解体後の有効活用に向けた検討 敷地 
有効活用

リースによる 
調達 設計・工事 仮庁舎での田島支所業務運営 解体 

現庁舎解体・設計 建設 

（案） 【別添２】


